
  

 

平成 ３０年  ９月 １１日 

九 州 地 方 整 備 局  

佐 伯 河 川 国 道 事 務 所  

記者発表資料 

 

番匠川水系の河川協力団体募集について 

 

○ 平成２５年の河川法の一部改正により自発的に河川の維持、河川環境の保全等に

関する活動を行う民間団体を支援する制度として河川協力団体制度が創設されま

した。平成３０年度も、以下により公募を開始いたします。 

 

○ 公募期間：平成３０年１０月１日(月) ～ 平成３０年１１月３０日(金) 

(活動内容) ①河川管理者に協力して行う河川工事又は河川の維持 

②河川の管理に関する情報又は資料の収集及び提供 

③河川の管理に関する調査研究 

④河川の管理に関する知識の普及及び啓発 

⑤上記に掲げる業務に附帯する業務 

 

(対象区間) ・番匠川水系 佐伯河川国道事務所 河川管理区間 (別紙 募集区間) 

 

○ 関係書類（申請書類、募集要領等） 

   佐伯河川国道事務所ホームページよりダウンロードして下さい。 

http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/ 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 

電話：０９７２-２２-１８８０（代表） 

０９７２-２３-７５０７（直通） 

   河川管理課 課長     井上 宗雄 （内線３３１) 

      上席専門職     後藤 和道 （内線４０３） 

関係資料等は事務所ホームページをご覧下さい。 
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